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令和 2 年度 審判講習会について 

 

 平素より当連盟の諸事業にご協力いただき、ありがとうございます。。 

 さて、延期となっておりました審判員資格に関する各講習会・試験について検討を進めてまいり

ましたが、下記のように決定いたしましたのでご報告致します。 

 

① Ｂ・Ｃ・顧問 既取得者向け講習会 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、受講期限（２年に１回）に１年の猶予を持たせ、 

今年度は実施いたしません 

 

② Ｂライセンス取得講習会及び学科・実技試験 

実技試験が開催できるか不透明な状況のため、今年度は実施いたしません 

 

③ Ｃライセンス取得講習会及び学科試験 

 対象者を資格の取得が就職等に必要な現大学３・４年生のみとし受講者数を絞って実施します。 

 実施時期及び方法については追って連絡いたしますが、現段階では講道館での実施を予定して 

おります。 

 

以上になります。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、コロナ禍の状況を考慮いただき、

何卒御理解くださいますようお願い致します。 

 

 

 なお、指導者資格関連講習会につきましては、現在全柔連からの資料を元に担当委員会にて実施 

方法の検討を進めております。１０月中旬を目途に正式にご連絡いたしますので、今しばらく 

お待ちくださいますようお願い致します。 


